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水道法施行規則様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



様式第１号（施行規則第 18 条関係） 

（表面）                                 （A4 中性紙） 

 

指定給水装置工事事業者指定申請書 
 
三原市水道事業 
 三 原 市 長 様 
 

年  月  日 
 

申請者  氏名又は名称            印 

住 所  

代表者氏名  

連 絡 先     （   ） 

 
 水道法第 16 条の 2 第 1 項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受けたいので，同

法第 25 条の 2 第 1 項の規定に基づき次のとおり申請します。 

役員（業務を執行する社員，取締役又はこれらに準ずる者）の氏名 

氏 名

フ リ ガ ナ

 氏 名

フ リ ガ ナ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事 業 の 範 囲  

機 械 器 具 の 名 称 ， 性 能 及 び 数  別表のとおり 

（備考）この用紙の大きさは，A 列 4 番とすること。
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様式第１号（施行規則第 18 条関係） 

（裏面）                                  （A4 中性紙） 

当該給水区域で給水装置工事の事業を 
行 う 事 業 所 の 名 称 

 

上 記 事 業 所 の 所 在 地  

上記事業所で選任されることとなる 
給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 の 氏 名 

給水装置工事主任技術者免状の交付番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

当該給水区域で給水装置工事の事業を 
行 う 事 業 所 の 名 称 

 

上 記 事 業 所 の 所 在 地  

上記事業所で選任されることとなる 
給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 の 氏 名 

給水装置工事主任技術者免状の交付番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（備考）この用紙の大きさは，A 列 4 番とすること。 
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別表（施行規則第 18 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

機 械 器 具 調 書 
 

年  月  日現在 

種 別 名 称 型 式 ， 性 能 数 量 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

（注）種別の欄には「管の切断用の機械器具」，「管の加工用の機械器具」，「接合用の機械器具」，

「水圧テストポンプ」の別を記入すること。 
（備考）この用紙の大きさは，A 列 4 番とすること。 
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様式第２号（施行規則第 18 条・第 34 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

誓 約 書 
 
 
 指定給水装置工事事業者申請者及びその役員は，水道法第 25 条の３第１項第３号イからホ

までのいずれにも該当しない者であることを誓約します。 
 
 
 

年  月  日 
 
 

申請者  氏名又は名称            印 

住 所  

代表者氏名  

 
 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考）この用紙の大きさは，A 列 4 番とすること。 
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様式第３号（施行規則第 22 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 
 
三原市水道事業 
 三 原 市 長 様 
 

年  月  日 
 

届出者   

印 
 
 
 水道法第 25 条の４の規定に基づき，次のとおり給水装置工事主任技術者の    の 
届出をします。 

給水区域で給水装置工事の事業を 
行 う 事 業 所 の 名 称 

 

上 記 事 業 所 で 選 任 ・ 解 任 す る 
給水装置工事主任技術者の氏名 

給 水 装 置 工 事 主 任 
技術者免状の交付番号 

選 任 ・ 解 任 の 年 月 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

（備考）この用紙の大きさは，A 列 4 番とすること。 

選 任 
解 任 
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様式第 4 号（施行規則第 34 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 
 
三原市水道事業 
 三 原 市 長 様 
 

年  月  日 
 

届出者   

印 
 
 水道法第 25 条の７の規定に基づき，次のとおり変更の届出をします。 

氏名又は名称

フ リ ガ ナ

  

住 所  

代表

フ

者

リ

の

ガ

氏名

ナ

  

変 更 に 係 る 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

（備考）この用紙の大きさは，A 列 4 番とすること。 
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様式第 5 号（施行規則第 34 条関係） 

（A4 中性紙） 

廃止 
指定給水装置工事事業者 休止 届出書 

再開 
 
三原市水道事業 
 三 原 市 長 様 
 

年  月  日 
 

届出者   

印 
 
 

廃 止 
 水道法第 25 条の 7 の規定に基づき，給水装置工事の事業の 休 止 の届出をします。 

再 開 
 

氏 名 又 は 名 称

フ リ ガ ナ

 
 
 

住 所 
 
 

代 表 者 の 氏 名

フ リ ガ ナ

 
 
 

（廃止・休止・再開） 
の 年 月 日 

       年   月   日 

（廃止・休止・再開） 
の 理 由 

 

（備考）この用紙の大きさは，A 列 4 番とすること。 
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三原市指定給水装置工事事業者規程様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



様式第 1 号（指定工事事業者規程第 6 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

指定給水装置工事事業者証再交付申請書 
 

年  月  日 
 
三原市水道事業 
 三 原 市 長 様 
 

申請者  氏名又は名称            印 

住 所  

代表者氏名  

連 絡 先     （   ） 

 
 三原市指定給水装置工事事業者規程第 6 条第 5 項の規定に基づき，次のとおり指定給水装

置工事事業者証の再交付を申請します。 
 

指 定 番 号    第      号 

指 定 年 月 日      年   月   日 

再 交 付 の 理 由   □ 汚 損   □ 紛 失 

再 交 付 枚 数    １枚 

 
 
【管理者使用欄】 

再 交 付 手 数 料 円（納入年月日     年   月   日） 

 
 
 
 
 
 

受 付 
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三原市水道事業給水条例施行規程様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



様式第 1 号（施行規程第 4 条関係） 

※欄は管理者記入とする。                            （A4 上質紙） 

給水装置工事申込書 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 
 私は，三原市水道事業給水条例が給水契約の内容となることを承諾のうえ，次の指定給水装置工事
事業者へ給水装置工事に必要な手続き及び施工を委任しますので，当該工事を申し込みます。 
 なお，申込みに必要な私の個人情報を提供することについては，異議ありません。 

指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 

住 所  

事 業 者 名 印 

代 表 者  連 絡 先    （   ） 

指 定 番 号  第       号（期間満了日      年   月   日） 

給水装置設置場所 三原市 

工 事 種 別 □ 新設  □ 改造  □ 撤去 給水用途 □ 一般用 □ 船舶用 □ 臨時用 

給 水 方 式 □ 直結直圧   □ 直結増圧   □ 受水槽   □ 高置水槽   □ 併 用 

貸 与 メ ー タ ー 
親 口 径 φ    ㎜×１個 

子 口 径 φ13 ㎜×   個，φ20 ㎜×   個，φ25 ㎜×   個 

建 物 関 係 
階 層      階（地上    階，地下    階） 

用 途 □ 戸建住宅 □ 共同住宅 □ 店 舗 □事務所 □ 工 場 □ 医療施設 
□ 公共施設 □ 学校施設 □ 社会福祉施設 □ その他（        ） 

そ の 他 書 類 
承 諾 書 □ 有  □ 無 誓 約 書 □ 有  □ 無 

届 出 書 □ 有  □ 無 事 前 協 議 書 □ 有  □ 無 
※ 
受付年月日     年  月  日 受付番号  承認年月日     年  月  日 

審査手数料          円（納入年月日      年   月   日） 

加入分担金 

種 別 メーター口径 加入分担金（納入年月日      年   月   日） 

新 設 φ     ㎜          円（内消費税及び地方消費税        円） 

変 更 φ     ㎜          円（内消費税及び地方消費税        円） 

備 考  

メ ー タ ー 設 置 状 況  □ 設置中（φ    ㎜）  □ 撤去中（φ    ㎜）  □ 不明 

特 記 事 項  

合 議（     係） 設 計 審 査 

係 長 係 員 水道技術管理者 課 長 係 長 係 員 

     
 

 
 

水栓番号 第           号 
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様式第 1 号の 2（施行規程第 4 条関係） 

※欄は管理者記入とする。                            （A4 上質紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

給 水 装 置 工 事 申 込 書 

（公共事業に伴う支障移設） 
 

 下記の公共事業に伴い，給水装置の一部を支障移設したいので，関係書類を添えて申し込みます。 

給水装置設置場所 三原市 

発 注 者 
称号又は名称  

担 当 者  連 絡 先    （   ） 

受 注 者 
事 業 者 名  

代 表 者  連絡先    （   ） 

事業（工事）名称  工種又は種別  

添 付 書 類 位置図，使用材料及び付近見取図，給水装置設計配管平面図 

指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 

住 所  

事 業 者 名 印 

代 表 者  

指 定 番 号  第       号（期間満了日      年   月   日） 

（注記） 申込み前に，管理者と移設方法等について事前に協議すること。 

 
 
※ 
受付年月日    年  月  日 承認年月日    年  月  日 審査手数料 円 

合 議（     係） 設 計 審 査 

係 長 係 員 水道技術管理者 課 長 係 長 係 員 

     
 

 
 

水栓番号 第           号 
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様式第 2 号（施行規程第 4 条・第 7 条関係） 

（A4 中性紙） 

使用材料及び付近見取図 

使 用 材 料 
（分岐からメーター間） 

給水装置設置場所 

 三原市 

名 称 細 目 
（口径・種別等） 

単

位 

数 量 配水管等の 
管 種 

□ DIP □ HPPE □ SP･VLP 
□ VP  □ PEP 設 計 完 成 

【分岐材料】 直 結 直 圧 □ 1 階  □ 2 階  □ 3 階 
□ 4 階  □ 5 階 
□ 地下（    階） 

不断水 T 字管 × 基   

ｻ ﾄ ﾞ ﾙ 付分水栓 × 基   

ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ(離脱付) × 個   直 結 増 圧 □ 1 階  □ 2 階  □ 3 階 
□ 4 階  □ 5 階  □ 6 階以上 
□ 地下（    階） 

防 食 ｺ ｱ □密着 □非密着 個   

鉛ﾚｽｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ 個   

【水道メーター（貸与）及び特殊器具】 貯水槽水道 □ 受 水 槽（有効容量    ㎥） 

水 道 ﾒ ｰ ﾀ ｰ φ 基   □ 高置水槽（有効容量    ㎥） 

ﾒ ｰ ﾀ ｰ 設 置 器 φ 基   井戸の使用 □ 有   □ 無 

ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ φ 基   止水栓止番号  

ﾒ ｰ ﾀ ｰ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ □鋳鉄 □樹脂 組   給水幹線番号      － 

逆 止 弁 φ 個   （備考） 

 （特殊器具名称）  基   

【止水栓】 【目標図】 

ﾎ ﾞ ｰ ﾙ 止 水 栓 φ 基   

ｿ ﾌ ﾄ ｼ ｰ ﾙ仕切弁 φ 基   

第 1 止水栓ﾎﾞｯｸｽ □鋳鉄 □樹脂 個   

第 2 止水栓ﾎﾞｯｸｽ 鋳鉄製 個   

私設仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 鋳鉄製 個   

ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ 躯 体  式   

【給水管計】 ― m   

ﾀ ﾞ ｸ ﾀ ｲ ﾙ鋳鉄管 形 φ m   

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ m   

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 φ m   【止水栓（第 1及び第 2）及び分岐位置詳細図】 

塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 VB φ m   

 VD φ m   

【水栓数計】 ― 栓   

屋 内 水 栓 ― 栓   

屋 外 水 栓 ― 栓   

【管平面延長計】 ― m   

公 道 内 （分岐～境界） m   

敷 地 内 （境界～ﾒｰﾀｰ） m   

 水道法施行令第 6 条に適合した材料を， 

      □ 使用します。  □ 使用しました。 
 

水栓番号 第         号 
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様式第 3 号（施行規程第 4 条・第 6 条・第 7 条関係） 

（A4 中性紙） 

給水装置    配管平面図 

 

（ 方 位 ） （縮尺 １／    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水装置工事主任技術者 

  免 状 番 号    第         号 

  氏 名              印 

図 面 の 区 分 （特記事項） 

□ 当 初  □ 完 成 

□ 変 更（第   回） 

変更があった場合は，変更箇所

のみ朱書きとすること。 

 

水栓番号 第         号 

3-4 

設計 

完成 



様
式
第

3
号

の
2（
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行

規
程
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・
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・
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7
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水
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完
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□

 変
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第
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）
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は

，
変

更
箇

所
の

み
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書
き
と

す
る

こ
と

。
 

 

水
栓

番
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第

 
 

 
 
 

 
 

 
 

号
 

設
計
 

完
成
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様式第 4 号（施行規程第 4 条・第 6 条・第 7 条関係） 

（A4 中性紙） 

給水装置    配管立面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水装置工事主任技術者 

  免 状 番 号    第         号 

  氏 名              印 

図 面 の 区 分 （特記事項） 

□ 当 初  □ 完 成 

□ 変 更（第   回） 

変更があった場合は，変更箇所

のみ朱書きとすること。 

※対象建物が戸建住宅の場合は，省略することができる。 

水栓番号 第         号 

3-6 

設計 

完成 



様
式
第

4
号
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第
4
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・
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・
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□
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様式第 5 号（施行規程第 4 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

指定給水装置工事事業者変更届 
 

 私は，給水装置工事の申し込みにあたり，指定給水装置工事事業者を選任し委任していましたが，

諸事情により委任契約を解除しました。 
したがって，当該工事を継続するため，次の指定給水装置工事事業者を新たに選任し委任しますの

で，下記事項を誓約のうえ届け出ます。 

給水装置設置場所 三原市 受 付 番 号  

誓 約 
 
 指定給水装置工事事業者の変更に起因して問題が生じた場合は，当方が責任をもって解決することを誓います。 
 

新 
指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 
（ 変 更 後 ） 

住 所  

事 業 者 名                           印 

代 表 者  連 絡 先  

指 定 番 号  第       号（期間満了日      年   月   日） 

旧 
指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 
（ 変 更 前 ） 

住 所  

事 業 者 名  

代 表 者  連 絡 先  

 

 

 

水栓番号 第           号 

受 付 

 

 

 

 

 

3-8 



様式第 6 号（施行規程第 5 条関係） 

（表面）                                    （A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

 

給水装置の分岐又は土地使用承諾書 
 

 

             

 申込者の給水装置の        については承諾するとともに，これにより知り得た他者の個 
 
人情報を第三者へ提供しないことを誓約します。 
 なお，当該工事の施行により，私所有の給水装置並びに土地に問題が生じた場合は，当方が責任を

もって解決します。 

 

給水装置設置場所 三原市 

分岐しようとする 

給 水 装 置 
種 別 

□ 私設給水幹線（番号   －   ） 
口 径 

φ   ㎜ □ 給水装置（１人が所有する装置） 

分岐する給水装置 口 径 φ    ㎜  

 

 １ 分岐しようとする給水装置の所有者             他    人 

 

 ２ 使用する土地の所有者             他    人 

 

 ３ 承 諾 者 名 簿 裏面記載のとおり 

 

 ※これにより上記知り得た個人情報は，この目的以外には一切使用しません。 

                                 三原市水道事業管理者 

水栓番号 第        号 

分  岐 
土地使用 
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様式第 6 号（施行規程第 5 条関係） 

（裏面）                                    （A4 中性紙） 

承 諾 者 名 簿 

分 岐 し よ う と す る 
給 水 装 置 の 所 有 者 

土 地 使 用 に よ る 
土 地 の 所 有 者 

住 所 
 

住 所 
 

氏 名
フ リ ガ ナ

 印 氏 名
フ リ ガ ナ

 印 

水栓番号 第        号 土地地番  

住 所 
 

住 所 
 

氏 名
フ リ ガ ナ

 印 氏 名
フ リ ガ ナ

 印 

水栓番号 第        号 土地地番  

住 所 
 

住 所 
 

氏 名
フ リ ガ ナ

 印 氏 名
フ リ ガ ナ

 印 

水栓番号 第        号 土地地番  

住 所 
 

住 所 
 

氏 名
フ リ ガ ナ

 印 氏 名
フ リ ガ ナ

 印 

水栓番号 第        号 土地地番  

住 所 
 

住 所 
 

氏 名
フ リ ガ ナ

 印 氏 名
フ リ ガ ナ

 印 

水栓番号 第        号 土地地番  

 

 ※これにより上記知り得た個人情報は，この目的以外には一切使用しません。 

                                 三原市水道事業管理者 
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様式第 7 号（施行規程第 6 条関係） 

※欄は管理者記入とする。                           （A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

給水装置工事申込取消願 
 

 次のとおり，給水装置工事の申込を取り消したいので，届け出ます。 

申 込 受 付 番 号  承 認 年 月 日 年   月   日 

給水装置設置場所  三原市 

工 事 種 別 □ 新 設    □ 改 造    □ 撤 去 

取 消 の 理 由 

 

 

 

指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 

住 所  

事業者名 印 

代 表 者  連 絡 先    （   ） 

指定番号   第        号（期間満了日     年   月   日） 
 

 ※ 

受 付 年 月 日       年   月   日 申 込 受 付 番 号  

加 入 分 担 金 の 

還 付 の 有 無 

 □ 有（還付手続年月日       年   月   日） 

 □ 無 

特 記 事 項 
 

 

合 議（     係） 主 管 課 

係 長 係 員 水道技術管理者 課 長 係 長 係 員 

    

 

 

 

 

 
 

水栓番号 第        号 
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様式第 8 号（施行規程第 6 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
                    届出者（指定給水装置工事事業者） 

                      住  所 

                      事業者名                    印 

                      代 表 者 

                      連 絡 先       （    ） 

                      指定番号    第       号 

                              （期間満了日    年  月  日） 

 

給水装置工事設計変更届（第  回） 
 

 次のとおり，給水装置工事の設計変更を行いたいので，関係書類を添えて届け出ます。 

申 込 者 
住 所  

氏 名
フ リ ガ ナ

  連絡先    （   ） 

給水装置設置場所  三原市 

申 込 受 付 番 号  承 認 年 月 日 年   月   日 

工 事 種 別 □ 新 設    □ 改 造    □ 撤 去 

設計変更の理由 
及 び そ の 内 容 

（軽微な変更は除く） 

（変更理由） 

 

 

（変更内容） 

 

 

 

添 付 書 類 
 □ 給水装置工事申込書の写し    □ 給水装置設計配管平面図 

 □ 給水装置設計配管立面図     □ その他（              ） 
 

 
【管理者使用欄】 

合 議（     係） 設 計 変 更 審 査 

係 長 係 員 水道技術管理者 課 長 係 長 係 員 

    

 

 

 

 

 
 

水栓番号 第        号 
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様式第 9 号（施行規程第 7 条関係） 

※欄は管理者記入とする。                            （A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
                     届出者（指定給水装置工事事業者） 

                      住  所 

                      事業者名                    印 

                      代 表 者 

                      連 絡 先       （    ） 

                      指定番号    第       号 

                              （期間満了日    年  月  日） 

 

給水装置工事完成届兼検査願 
 

 次のとおり，給水装置工事が完成しましたので，完成検査を受けたくここに届け出ます。 

 
 

◎【指定給水装置工事事業者による検査】 

 
１ 給水装置の構造・材質が水道法施行

令第 6 条に適合していること 
確 認 
年月日 

    年   月   日 
判 定 

□ 合格 □ 不合格 

 
２ 規定の水圧において水圧試験を行

い，異常がないこと（1 分間保持） 
確 認 
年月日 

    年   月   日 
試 験 水 圧 

MPa 

給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 の 氏 名              （免状番号      ） 

申 込 者 
住 所  

氏 名
フ リ ガ ナ

  連 絡 先     （   ） 

給水装置設置場所 三原市 

工 事 種 別 □ 新 設   □ 改 造   □ 撤 去 

完 成 年 月 日      年   月   日 検 査 希 望 日      年   月   日 

設計変更の有無 □ 有（    回変更）    □ 無 下水道の接続 □ 有  □ 無 

建 物 関 係 

階 層     階（地上    階，地下    階） 

用 途 □ 戸建住宅  □ 共同住宅  □ 店舗  □ 事務所  □ 工場 □ 医療施設 
□ 公共施設  □ 学校施設  □ 社会福祉施設  □ その他（       ） 

 
※ 

申込受付番号  検 査 年 月 日 年   月   日 

検 査 手 数 料           円（納入年月日      年   月   日） 

特 記 事 項  
 

水 栓 番 号 第           号 
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様式第 10 号（施行規程第 7 条関係） 

（A4 中性紙） 

給水装置完成断面図 
（方 位）                   平 面 図             縮尺（1／     ） 

                       横 断 面 図             縮尺（1／     ） 

給水装置工事主任技術者 

  免 状 番 号    第          号 

  氏 名               印 

（注 釈） 

・分岐から敷地内の止水栓までの情報を記入すること 

・管種，口径，深さ，寄り，道路幅員等を記入すること 

・横断面図は，平面図下から上を見た断面とすること。 

 

水栓番号 第         号 
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様式第 11 号（施行規程第 10 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     届出者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

代理人（選定・変更）届 
 

 次のとおり，給水装置の維持管理について代理人を（ 選定 ・ 変更 ）しましたので，届け出

ます。 

給水装置設置場所 三原市 

建 物 関 係 

階 層      階（地上    階，地下    階） 

用 途 
□ 戸建住宅 □ 共同住宅 □ 店 舗 □事務所 □ 工 場 □ 医療施設 

□ 公共施設 □ 学校施設 □ 社会福祉施設 □ その他（       ） 

新 
代 理 人 

（新規・変更後） 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

              印 連 絡 先    （   ） 

旧 
代 理 人 

（ 変 更 前 ） 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

  連 絡 先    （   ） 

（注 記） 

  １ 旧代理人は，代理人の変更を行う場合に記入すること。 

  ２ 代理人が会社となる場合は，「氏名」にその商号を記入すること。 

 

 ※これにより上記知り得た個人情報は，この目的以外には一切使用しません。 

                           三原市水道事業管理者 

水 栓 番 号 第           号 

受 付 
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様式第 12 号（施行規程第 10 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     届出者（設備の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

設備管理責任者（選定・変更）届 
 

 次のとおり，当該設備の管理責任者を（ 選定 ・ 変更 ）しましたので，届け出ます。 

給水装置設置場所 三原市 

当該設備等の種類 

 
 □ 受水槽（有効容量    ㎥）     □ 高置水槽（有効容量    ㎥） 

 □ 増圧設備（仕様水圧    MPa）   □ 管路活水器（浄水器） 

 □ 太陽熱利用給湯システム        □ 水道直結式スプリンクラー 

 □ ドライ型ミスト発生装置（常設型）   □ 非常用貯水槽（有効容量    ㎥） 

 □ その他設備（                              ） 
 

新 
設備管理責任者 

（新規・変更後） 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

 
 

 
印 連 絡 先    （   ） 

旧 
設備管理責任者 

（ 変 更 前 ） 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

 
 

 
連 絡 先    （   ） 

（注 記） 

  １ 旧設備管理責任者は，責任者の変更を行う場合に記入すること。 

  ２ 設備管理責任者が会社となる場合は，「氏名」にその商号を記入すること。 

 

 ※これにより上記知り得た個人情報は，この目的以外には一切使用しません。 

                           三原市水道事業管理者 

 

 

水 栓 番 号 第           号 

受 付 
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様式第 13 号（施行規程第 12 条関係） 

（表面）                                  （A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     届出者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

給水装置権利（統合・分割・放棄）届 
 

 次のとおり，私が所有する給水装置の権利を（ 統合 ・ 分割 ・ 放棄 ）したいので，裏面

に記載する条件を承諾のうえ届け出ます。なお，これにより使用しない権利が生ずる場合は，放棄

します。 

給 水 装 置 設 置 場 所 三原市 

届 出 理 由  

変 更 前 の 口 径 

及 び 水 栓 番 号 

φ   ㎜×    個 水 栓 番 号  

φ   ㎜×    個 水 栓 番 号  

φ   ㎜×    個 水 栓 番 号  

変 更 後 の 口 径 

及 び 水 栓 番 号 

φ   ㎜×    個 水栓番号注１）  

φ   ㎜×    個 水栓番号注１）  

φ   ㎜×    個 水栓番号注１）  

使 用 し な い 権 利 φ   ㎜×    個 φ  ㎜×    個 

統合・分割を伴わない

水 栓 の 放 棄 

φ   ㎜×    個 水 栓 番 号  

φ   ㎜×    個 水 栓 番 号  

注１）「統合」の場合に，記入すること。 

 

※「統合」・「分割」を行う場合は，公図及び登記事項証明書等を添付すること。 
 
【管理者使用欄】 

デ ー タ 更 新 給 水 台 帳 整 理 

  

 

水栓番号 第           号 

受 付 
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（裏面）                                    （A4 中性紙） 

 

施 工 承 諾 条 件 
 
 １ 使用しない給水装置は，配水管等へ取り付けた分岐部分からすべて撤去し，配水管等を原形に復すこと。ま

た，これに係る費用は届出者が負担すること。 

 ２ 当該装置を撤去する場合は，管理者に撤去工事の申込みを行うこと。 

 ３ 路面を含めた復旧方法等については，管理者及び当該道路管理者等の指示に従うこと。 

 ４ 使用しないメーターが設置されているときは，これを直ちに管理者へ返却すること。 

 ５ 当該装置の権利を放棄するにあたり，納付した加入分担金及び手数料が還付されないこと。 

 ６ 権利を放棄した後に，新たに給水装置が必要となったときは，所定の手続きを行うとともに，これに係る必

要な加入分担金及び手数料を管理者に納付すること。 
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様式第 14 号（施行規程第 12 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     届出者 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

給水装置所有者名義変更届 
 

 次のとおり，給水装置の所有者を変更したいので，下記事項を誓約のうえ届け出ます。 

給水装置設置場所 三原市 

給水装置の状況  □ 給水中   □ 休栓中   □ 閉栓中 

メーター設置状況  □ 有（口径 φ    ㎜）   □ 無 

誓 約 
 当該給水装置の名義を変更するにあたり，旧所有者又は第三者と問題が生じた場合は，当方が責任をもって解

決します。 

新 
給水装置所有者 

（ 変 更 後 ） 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                           印 

連絡先        （    ） 

旧 
給水装置所有者 

（ 変 更 前 ） 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                           印 

連絡先        （    ） 

 ※ 旧所有者が所在不明その他の理由で署名捺印が得られないときは，新所有者が 
所有権を取得したことを証する書類を添付すること。 

 

【管理者使用欄】 

デ ー タ 更 新 給 水 台 帳 整 理 

  

 

水栓番号 第           号 

受 付 
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様式第 15 号（施行規程第 12 条関係） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     届出者 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

給 水 装 置 譲 渡 届 
 

 次のとおり，私の所有する給水装置の一部又は全部を譲渡したいので，下記事項を誓約のうえ届け

出ます。 

給水装置設置場所 三原市 

誓 約 
 当該給水装置の一部又は全部を譲渡するにあたり，旧所有者又は第三者と問題が生じた場合は，当方が責任を

もって解決します。 

新 
給水装置所有者 

（ 変 更 後 ） 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                           印 

連絡先      （    ） 水栓番号  

旧 
給水装置所有者 

（ 変 更 前 ） 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                           印 

連絡先      （    ） 水栓番号  

 

 

【管理者使用欄】 

デ ー タ 更 新 給 水 台 帳 整 理 

  

  

水栓番号 第           号 

受 付 
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給水装置設計基準様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



様式第 1 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

 

臨時給水装置の設置に関する誓約書 
 

 別紙給水装置工事申込書のとおり，臨時用として給水装置を設置することについて，下記のとおり

誓約します。 

給水装置設置場所 三原市 

使 用 目 的  

使 用 期 間 施行承認の日から       年   月   日までの     ヶ月間 

指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 

住 所  

事 業 者 名  

代 表 者  

指 定 番 号  第       号（期間満了日      年   月   日） 

 

記 
 

 １ 使用目的以外には，使用しません。 

 ２ 当該給水装置の使用については，24 ヶ月を超えて使用しません。 

 ３ 臨時用としての使用が終了し，当該給水装置が完全に不要となったときは，遅延なく所定の手続きを経て

分岐箇所から当該給水装置を完全に撤去し，配水管等を原形に復旧します。なお，これらに要する費用は，

当方にて負担します。 

 ４ 当該給水装置の申込者を，所有者及び使用者とします。 

 ５ 使用期間中の所有者及び使用者の変更並びに当該給水装置の譲渡はいたしません。 

 

 
 

水栓番号 第           号 
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様式第 2 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

 

止水栓止工事に関する誓約書 
 

 別紙給水装置工事申込書のとおり，止水栓止工事を行うことについて，下記のとおり誓約します。 

給水装置設置場所 三原市 

指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 

住 所  

事 業 者 名  

代 表 者  

指 定 番 号  第       号（期間満了日     年   月   日） 

 

記 
 

 １ 止水栓止工事の施工にあたり，当該地の区画等の変更は行いません。 

 ２ 当該工事により布設した給水装置は，管理者が行う完成検査に合格した後，当該区画の給水装置工事申込

者の所有とします。なお，これにより生じる必要な手続きは，遅延なく行います。 

 ３ 当該工事により布設した給水装置（ただし，公道等に布設したものに限る。）は，当該土地における止水

栓以降の給水装置の完成検査に合格するまでの間，当方が維持管理に努めます。なお，修補等に要する費用

負担が発生したときはこれに応じます。 

 ４ 当該工事施工後，布設した給水装置の口径が過大となることが判明したときは，適正な口径へ布設替を行

います。なお，布設替等に要する費用については当方にて負担します。また，これにより生じる必要な手続

きは，遅延なく行います。 

 ５ 管理者から撤去の指示があったときはこれに応じます。また，これに要する費用は当方にて負担します。 

 ６ 申込者に変更が生じたときは，その者にこの誓約書を継承します。 

 

 
 

水栓番号 第           号 
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様式第 3 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

 

給水設備との配管接続に関する誓約書 
 

 

 別紙給水装置工事申込書のとおり，               として使用していた既存管へ 

 
給水装置を接続（既存管利用）することについて，下記のとおり誓約します。 

給水装置設置場所 三原市 

指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 

住 所  

事 業 者 名  

代 表 者  

指 定 番 号  第       号（期間満了日      年   月   日） 

 

記 
 

 １ 既存給水設備との接続に起因して，当該設備配管部分で漏水，水圧の悪化及びその他事故等が発生した場

合は，当方において責任をもって対処します。また，これにより損害を受けても当方において対処します。 

 ２ 災害・その他正当な理由（給水制限時，事故発生時及び水道施設の工事等）によって，一時的な断水や水

圧低下等が発生することについては，承諾します。 

 ３ 給水装置との接続に起因して，水圧上昇のおそれがある場合は，必要に応じて適切な減圧弁を設置するこ

とを検討します。 

 ４ 既存給水設備が管理者による給水装置完成検査受検対象外の場合は，検査完了後に漏水，水圧の悪化，そ

の他事故等が発生しても，当方において責任をもって対処します。 

 ５ 申込者に変更が生じたときは，その者にこの誓約書を継承します。 

 

水栓番号 第           号 
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様式第 4 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

増圧給水設備設置条件承諾書 
 

 

給 水 装 置 設 置 場 所 三原市 

 

 増圧給水設備を設置するにあたり，下記の条件を承諾します。 
 

記 
 

 １ 災害・その他正当な理由（給水制限時，事故発生時，水道施設の工事等）によって，一時的な断水や水圧

低下等が発生したときは，増圧給水設備の使用を一時的に中止すること。また，これにより問題が生じても，

管理者が一切責任を負わないこと。 

 ２ 三原市水道事業給水条例第 17 条（水道使用者等の管理上の責任）の規定に基づき，当該設備の使用に応じ

て適正な管理を行うこと。 

 ３ 当該設備の機能を適正に保つため，定期点検を行うとともに，必要のある場合はその都度申込者が責任を

もって修繕を行うこと。 

 ４ 当該設備に起因する漏水，給水用具の破損及び不具合が生じた場合は，申込者が責任をもって修繕を行う

こと。 

 ５ 当該設備に起因して逆流が発生し，管理者又は他の使用者に損害を与えた場合は，申込者が責任をもって

これを補償すること。 

 ６ その他当該設備に起因して問題が生じた場合は，申込者が責任をもって解決すること。 

 ７ 上記に係る費用については，申込者が全額負担すること。 

 ８ 申込者の事情により当該設備を撤去するときは，管理者に撤去工事の申込みを行うこと。 

 ９ 当該設備の所有者を変更するときは，上記事項について譲受人に継承するとともに，新所有者より所有者

の変更届及び承諾書を管理者に提出させること。 
 

水栓番号 第        号 
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様式第 5 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

 

管路活水器等設置条件承諾書 
 

 

給 水 装 置 設 置 場 所 三原市 

 

 給水装置への活水器等の設置について，下記の条件を承諾します。 
 

記 
 

 １ 管理者の水質責任範囲は，活水器等の上流までとし，これより下流は申込者の責任で管理すること。 

 ２ 三原市水道事業給水条例第 17 条（水道使用者等の管理上の責任）の規定に基づき，当該装置の使用に応じ

て適正な管理を行うこと。 

 ３ 集合住宅等，申込者以外の使用者がいる場合は，当該装置の使用状況及び管理責任等について十分説明し，

使用についての承諾を得ること。 

 ４ 災害・その他正当な理由（給水制限時，事故発生時，水道施設の工事等）によって，一時的な断水や水圧

低下等が発生したことに起因し，当該装置の機能低下や故障等が発生しても，管理者が一切責任を負わない

こと。 

 ５ 水質検査のために，直結の共用給水栓を設置すること。 

 ６ その他当該装置に起因して問題が生じた場合は，申込者が責任をもって解決すること。 

 ７ 申込者の事情により当該装置を撤去するときは，管理者に撤去工事の申込みを行うこと。 

 ８ 当該装置の所有者を変更するときは，上記事項について譲受人に継承するとともに，新所有者より所有者

の変更届及び承諾書を管理者に提出させること。 

 

水栓番号 第        号 
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様式第 6 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

 

水道直結式スプリンクラー設置条件承諾書 
 

 

給 水 装 置 設 置 場 所 三原市 

スプリンクラーの仕様  □ 閉鎖型（ □ 湿式  □ 乾式  □ 予作動式 ）  □ 開放型 

 

 水道直結式スプリンクラー設備を設置するにあたり，下記の条件を承諾します。 
 

記 
 

 １ 水道直結式スプリンクラー設備の設計は，消防法令（昭和 36 年政令第 37 号）に規定された消防設備士の

指導の下に指定給水装置工事事業者が施行すること。また，事前に所轄消防署等と協議すること。 

 ２ 災害・その他正当な理由（給水制限時，事故発生時，水道施設の工事等）によって，一時的な断水や水圧

低下等により，当該設備の性能が十分発揮されない状況が生じても，管理者が一切責任を負わないこと。 

 ３ 三原市水道事業給水条例第 17 条（水道使用者等の管理上の責任）の規定に基づき，当該設備の使用に応じ

て適正な管理を行うこと。 

 ４ 当該設備の火災時以外における作動及び火災時に非作動が生じても，管理者が一切責任を負わないこと。 

 ５ 当該設備が設置された部屋を賃貸する場合には，当該設備は条件付きであることを賃借人に熟知させるこ

と。 

 ６ 申込者の事情により当該設備を撤去するときは，管理者に撤去工事の申込みを行うこと。 

 ７ 当該設備の所有者を変更するときは，上記事項について譲受人に継承するとともに，新所有者より所有者

の変更届及び承諾書を管理者に提出させること。 

 

 

水栓番号 第        号 
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様式第 7 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

太陽熱利用給湯システム設置条件承諾書 
 

 

給 水 装 置 設 置 場 所 三原市 

 

 水道直結型太陽熱利用給湯システムを設置するにあたり，下記の条件を承諾します。 
 

記 
 

 １ 災害・その他正当な理由（給水制限時，事故発生時，水道施設の工事等）によって，一時的な断水や水圧

低下等により，水道直結型太陽熱利用給湯システムの性能が十分発揮されない状況が生じても，管理者が一

切責任を負わないこと。 

 ２ 当該システムは，水道直結となるため「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（厚生省令第 14 号）」

に適合したものを設置すること。 

 ３ 三原市水道事業給水条例第 17 条（水道使用者等の管理上の責任）の規定に基づき，当該装置の使用に応じ

て適正な管理を行うこと。 

 ４ 水質検査のために，直結の共用給水栓を設置すること。 

 ５ 水道施設への逆流を防止するため，当該システムの上流側に逆流防止用具を設置すること。なお，補給水

用としてバイパス配管が設けられるものについては，その分岐上流側に逆流防止用具を設置すること。 

 ６ 当該システム及び逆流防止用具について，定期的に点検を行い，維持管理に努めること。 

 ７ 集合住宅等，申込者以外の使用者がいる場合は，当該システムの管理責任及び水質管理責任等について周

知すること。 

 ８ 申込者の事情により当該システムを撤去するときは，管理者に撤去工事の申込みを行うこと。 

 ９ 上記設置条件について，水道使用者等に熟知させ，当該システムに起因するトラブルについては，申込者

で解決し，管理者には一切迷惑をかけないこと。 
 

水栓番号 第        号 
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様式第 8 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

ドライ型ミスト発生装置設置条件承諾書 

（水道直結式常設型） 

 

 

給 水 装 置 設 置 場 所 三原市 

主 た る 使 用 期 間      月 ～     月 

 

 水道直結式（常設型）ドライ型ミスト発生装置を設置するにあたり，下記の条件を承諾します。 
 

記 
 

 １ 災害・その他正当な理由（給水制限時，事故発生時，水道施設の工事等）によって，一時的な断水や水圧

低下等により，水道直結式（常設型）ドライ型ミスト発生装置（加圧ポンプユニットを含む。）の性能が十分

発揮されない状況が生じても，管理者が一切責任を負わないこと。 

 ２ 三原市水道事業給水条例第 17 条（水道使用者等の管理上の責任）の規定に基づき，当該装置の使用に応じ

て適正な管理を行うこと。 

 ３ 当該装置を使用しない期間が長期にわたる場合は，水質確保のため，定期的に排水等のメンテナンスを適

切に行うこと。 

 ４ 当該装置に起因して逆流が発生し，管理者又は他の使用者に損害を与えた場合は，申込者が責任をもって

これを補償すること。 

 ５ 申込者の事情により当該装置を撤去するときは，管理者に撤去工事の申込みを行うこと。 

 ６ 当該装置の所有者を変更するときは，上記事項について譲受人に継承するとともに，新所有者より所有者

の変更届及び承諾書を管理者に提出させること。 

 

水栓番号 第        号 
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様式第 9 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

耐震性非常用貯水槽設置条件承諾書 
 

 

給 水 装 置 設 置 場 所 三原市 

貯 水 槽 容 量 有効貯水量    ㎥ 

 

 水道直結型耐震性非常用貯水槽を設置するにあたり，下記の条件を承諾します。 
 

記 
 

 １ 災害・その他正当な理由（給水制限時，事故発生時，水道施設の工事等）によって，一時的な断水や水圧

低下等により，水道直結型耐震性非常用貯水槽の性能が十分発揮されない状況が生じても，管理者が一切責

任を負わないこと。 

 ２ 三原市水道事業給水条例第 17 条（水道使用者等の管理上の責任）の規定に基づき，当該水槽の使用に応じ

て適正な管理を行うこと。 

 ３ 当該水槽内の水質確保のため，定期的に排水等のメンテナンスを適切に行うこと。 

 ４ 当該水槽に起因して逆流や水質事故が発生し，管理者又は他の使用者に損害を与えた場合は，申込者が責

任をもってこれを補償すること。 

 ５ 申込者の事情により当該装置を撤去するときは，管理者に撤去工事の申込みを行うこと。 

 ６ 当該水槽の所有者を変更するときは，上記事項について譲受人に継承するとともに，新所有者より所有者

の変更届及び承諾書を管理者に提出させること。 

 

水栓番号 第        号 
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様式第 10 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

私設メーター設置条件承諾書 
 

給 水 装 置 設 置 場 所 三原市 

私 設 メ ー タ ー 口 径 φ    ㎜ φ    ㎜ φ    ㎜ φ    ㎜ 

設 置 個 数 個 個 個 個 

指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 

住 所  

事 業 者 名  

代 表 者  

指 定 番 号  第       号（期間満了日      年   月   日） 

 

 上記設置場所に私設メーターを設置するにあたり，下記の条件を承諾します。 
 

記 
 

 １ 私設メーターの設置に係る工事は，指定給水装置工事事業者が施工すること。 

 ２ 私設メーターの設置及び維持管理に関する一切の費用は，申込者が負担すること。 

 ３ 私設メーターの本体には，管理者が貸与するメーターと区分するため，管理者の指示に従い必要な表示を

行うこと。 

 ４ 私設メーターは，使用水量の管理用その他として必要最小個数設置するものとし，計量法（昭和 26 年法律

第 207 号）に基づき適正に交換すること。 

 ５ 設置に伴って発生した計量に関する問題については，申込者の責任において処理すること。 

 ６ 上記の他，私設メーターの設置に関して管理者から指示があった場合は，その指示に従うこと。 

 ７ 申込者（所有者）を変更するときは，上記事項について変更者に継承すること。 

 

水栓番号 第        号 
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様式第 11 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     協議申請者 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

給水装置設計事前協議書 
 

 給水装置の設計にあたり，次のとおり関係書類を添えて協議します。 

工 事 申 込 者 

住 所  

氏 名                     印 

連 絡 先       （    ） 

給水装置設置場所 三原市 

給 水 方 式 □ 直結直圧   □ 直結増圧   □ 受水槽   □ 高置水槽   □ 併用 

協 議 事 項 

□口径 40 ㎜以上の分岐 □4 階以上の建築物への給水 □貯水槽の設置又は変更 

□直結直圧方式とその他方式の併用による給水 □直結増圧方式による給水 

□既存給水設備との接続 □管路活水器等の設置又は変更 □各戸メーターの設置又は変更 

□スプリンクラーの設置又は変更 □太陽熱利用給湯システムの設置又は変更 

□ドライ型ミスト発生装置の設置又は変更 □耐震性非常用貯水槽の設置又は変更 

建 物 関 係 
階 層      階（地上     階，地下     階） 

用 途 □ 戸建住宅 □ 共同住宅 □ 店舗 □ 事務所 □ 工場 □ 医療施設 
□ 公共施設 □ 学校施設 □ 社会福祉施設 □ その他（      ） 

添 付 書 類 
 □ 給水装置設計計画書  □ 位置図  □ 現況写真  □ 給水計画平面図 
 □ 給水計画配管図  □ 配管系統図  □ 水理計算書  □ 容量計算書 
 □ 給水設備構造材質確認届出書  □ その他（               ） 

注）給水方式を変更するときは，変更内容に関わらず事前協議を行うこと。 
 
【管理者使用欄】 

水道技術管理者 課 長 
主 

管 

係 長 係 員 

    

合 

議 

係 長 係 員 

  

 

受 付 
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様式第 12 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

給 水 装 置 設 計 計 画 書 

 

計 画 給 水 戸 数 
又 は 区 画 

       戸 又は        区画 

給 水 方 式 □ 直結直圧   □ 直結増圧   □ 受水槽   □ 高置水槽   □ 併用 

建 物 関 係 

階 層      階（地上     階，地下     階） 

用 途 
□ 戸建住宅 □ 共同住宅 □ 店舗 □ 事務所 □ 工場 □ 医療施設 

□ 公共施設 □ 学校施設 □ 社会福祉施設 □ その他（      ） 

分岐しようとする管 管 種  □ DIP □ HPPE □ SP･VLP □ VP 口 径 φ    ㎜ 

分 岐 す る 管 管 種  □ DIP □ HPPE □ PP □ SUS □ VLP 口 径 φ    ㎜ 

計 画 使 用 水 量 

計 画 1 日 使 用 水 量 ㎥／日 給 水 階 層 区 分 

 直 結 直 圧 方 式 ㎥／日 階から    階まで 

 受水槽(高置水槽)方式 ㎥／日 階から    階まで 

同 時 使 用 水 量 ㎥／日 給 水 階 層 区 分 

 直 結 直 圧 方 式 ㎥／日 階から    階まで 

 受水槽(高置水槽)方式 ㎥／日 階から    階まで 

貯 水 槽 の 容 量 
 □ 受水槽（有効     ㎥）  □ 高置水槽（有効     ㎥） 

 □ 非常用貯水量（有効     ㎥） 

増 圧 設 備 の 能 力 口 径 
吸込口径 φ     ㎜ 吐 出 量 ℓ／分 

吐出口径 φ     ㎜ 全 揚 程 m 

既 存 管 の 状 況 
管 種  □ DIP  □ HPPE  □ PP  □ SUS  □ VLP  □ VP 

口 径 φ   ㎜ ～ φ   ㎜ 経 過 年 月 ヶ年 

私設消火設備の種類 
地上（地下）式消火栓 基 格 納 箱 基 

壁埋設型送水（採水）口 基 地 下 式 水 槽 ㎥   基 

直結式スプリンクラー 型 式  □ 閉鎖型（ □湿式 □乾式 □予作動式 ）    □ 開放型 

太陽熱利用給湯システム 仕様水圧 ～    MPa 減圧弁又は逆止弁の有無 □ 有  □ 無 

管 路 活 水 器 仕様水圧 ～    MPa 減圧弁又は逆止弁の有無 □ 有  □ 無 

ミ ス ト 発 生 装 置 仕様水圧 ～    MPa 水 量 ℓ 噴 霧 量 ℓ／分 

各戸メーターの設置 設置個数 計     個 各 戸 検 針 の 有 無 □ 有  □ 無 

そ の 他 特 記 事 項 
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様式第 13 号（設計基準） 

（A4） 

年  月  日 

 
協議申請者 

  氏 名           様 

 
三原市水道事業 

三 原 市 長 
 
 

給水装置設計事前協議回答書 
 

 

     年  月  日付けで協議のあった件について，次のとおり回答します。 

工 事 申 込 者 
住 所  

氏 名  

給水装置設置場所 三原市 

給 水 方 式 □ 直結直圧   □ 直結増圧   □ 受水槽   □ 高置水槽   □ 併用 

協 議 事 項 

□口径 40 ㎜以上の分岐 □4 階以上の建築物への給水 □貯水槽の設置又は変更 

□直結直圧方式とその他方式の併用による給水 □直結増圧方式による給水 

□既存給水設備との接続 □管路活水器等の設置又は変更 □各戸メーターの設置又は変更 

□スプリンクラーの設置又は変更 □太陽熱利用給湯システムの設置又は変更 

□ドライ型ミスト発生装置の設置又は変更 □耐震性非常用貯水槽の設置又は変更 

建 物 関 係 

階 層      階（地上     階，地下     階） 

用 途 □ 戸建住宅 □ 共同住宅 □ 店舗 □ 事務所 □ 工場 □ 医療施設 
□ 公共施設 □ 学校施設 □ 社会福祉施設 □ その他（      ） 

添 付 書 類  給水装置設計事前協議書（写し） 

条 件 等 
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様式第 14 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 

                     届出者（指定給水装置工事事業者） 

                      住  所 

                      事業者名                    印 

                      代 表 者 

                      連 絡 先       （    ） 

                      指定番号    第       号 

                              （期間満了日    年  月  日） 

 

給水設備構造材質確認届出書 
 

 給水設備として使用していた既存管へ給水装置を接続（既存管利用）することについて，事前に水

道法施行令第６条の規定を満足することを確認しましたので，関係書類を添えて届け出ます。 
 

申 込 者 

住 所  

氏 名
フ リ ガ ナ

  連 絡 先     （   ） 

給水装置設置場所 三原市 

給水設備の区分 □ 自家用給水設備   □ 受水槽以降の給水設備 

給 水 設 備 の 
主 た る 材 質 

 給水設備の 
使 用 期 間 

約 年間 

修 理 の 有 無  □ 有（約   回程度）   □ 無 

給 水 装 置 工 事 
主 任 技 術 者 

氏 名  免状番号 第         号 

確 認 事 項 

 

 □ 既存管が政令第６条の規定を満足している。 

 □ 省令に規定する水質基準を満足している。 

 □ 規定の試験水圧を満足している。 
 

□ 水圧 1.75MPa   □ 水圧 1.00MPa 

□ 静水圧（   MPa）＋水撃圧（   MPa）＝（   MPa） 

 

添 付 書 類  ・位置図   ・配管平面図（給水設備がわかるもの）   ・ 状況写真等 
 

水 栓 番 号 第           号 
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様式第 15 号（設計基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     届出者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

給水装置臨時的使用承諾書 
 

 私の所有する給水装置を使用して，工事その他一時的に水を使用させることについて，下記の条件

を附して承諾しましたので，届け出ます。 

給水装置設置場所 三原市 

使 用 目 的  

使 用 期 間 施行承認の日から       年   月   日までの     ヶ月間 

臨時給水装置の 
所有者（使用者） 

住 所  

事 業 者 名 印 

代 表 者  

 

 届出者は，臨時給水装置の所有者（使用者）が，下記の条件を遵守することをもって，当該給水装置の臨時的

使用を認めます。 

 

記 
 

 １ 当該給水装置の使用について，記載された使用期間を超えて使用しないこと。 

 ２ 承諾した使用期間内であっても，届出者が当該給水装置を使用するに至ったときは，臨時用給水装置を撤

去すること。なお，これらに要する費用については，一切を負担すること。 

 ３ 臨時用としての使用が終了したときは，当該給水装置を原形に復旧すること。なお，これらに要する費用

については，一切を負担すること。 

 ４ 使用目的以外には使用しないこと。 

 ５ 臨時用としての使用終了後１年以内に，当該給水装置に漏水その他不具合等が生じたときは，真摯に対応

すること。 
 

水栓番号 第           号 
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様式第16号（設計基準） 

給水図面等情報提供申込書 
 

年   月  日 
三原市水道事業 三原市長 様 

                                   住 所 
 
                 申込者（商号又は名称） 
 
                                   氏 名                                     ㊞ 
 

次のとおり給水図面等の情報提供を申し込みます。 
  また，提供された情報により知り得た他者の個人情報がある場合，その個人情報について， 

利用目的以外の使用，第三者への提供及び複製等をしないことを誓約します。 

給 水 台 帳 

給 水 装 置 の 所有 者 
又 は 使 用 者 

住 所  

氏 名  

情 報 提 供 を 希 望 
する場所又は所在地 

三原市 

水 栓 番 号  交 付 枚 数 枚 

利 用 目 的 □ 給水装置の計画又は設計    □ 売買    □ 漏水修理 
□ その他（                      ） 

図 面 等 
の 種 類 

□ 給水装置工事申込書（   枚） □ 使用材料及び付近見取図（   枚） 

□ 給水装置完成配管平面図（   枚） □ 給水装置完成立面図（   枚） 

□ 水道施設管網図（   枚）    □ 配水管等工事竣工図面（   枚） 

□ その他（                    ）（   枚） 

同 意 書 が 
な い 理 由 

□ 使用者又は所有者      □ 国又は地方公共団体 

□ その他（                         ） 

申込者確認 
書 類 

□ 運転免許証     □ 健康保険証     □ 公的証書 
□ その他（                         ） 

 
同 意 書 

 
 申込者が，給水図面等の情報提供を受けることに同意します。 

   年  月  日 
同意者（本人自署） 

       住 所                      
                      
    氏 名                   ㊞  

                ℡（     ）   － 
 
【注意事項】○申込書の内容について，当該装置の所有者又は使用者に確認を求める場合が 

ありますので，ご了承願います。 
○申込者は，身分証明証など本人確認ができるものをお持ち下さい。 

○個人情報等を不正に取得した場合は，刑事罰の対象となります。 

 
課 長 課長補佐 係 長 

   

 

受 付 
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給水装置施工基準様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



様式第 1 号（施工基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
                     届出者（指定給水装置工事事業者） 

                      住  所 

                      事業者名                    印 

                      代 表 者 

                      連 絡 先       （    ） 

                      指定番号    第       号 

                              （期間満了日    年  月  日） 

 

分 岐 工 事 着 手 届 
 

 次のとおり，給水装置の分岐工事に着手したいので，届け出ます。 

申 込 者  

給水装置設置場所 三原市 申込受付番号  

工 事 内 容  □ 分岐穿孔工事   □ 原形復旧工事   □ 分岐止工事 

工 事 予 定 日 時      年   月   日     AM ・ PM      時から着手予定 

施 工 方 法  □ 断水作業（□職員による断水 □事業者による部分断水）   □ 不断水作業 

新

設

等 

分 岐 す る 管 区 分 □配水管 □給水管 管 種  口 径 φ    ㎜ 

分 岐 口 径 φ   ㎜ 分 岐 材 料 □ ｻﾄﾞﾙ付分水栓  □ 不断水 T 字管  □ ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ 

撤

去 

分 岐 止 す る 管 区 分 □配水管 □給水管 管 種  口 径 φ    ㎜ 

分 岐 止 口 径 φ   ㎜ 分 岐 材 料 □ｻﾄﾞﾙ付分水栓 □分水栓 □T 字管 □不断水 T 字管 
□ﾁｰｽﾞ □その他（           ） 

添 付 書 類 □位置図 □平面図 □各種断面図 □給水装置工事申込書の写し 
□占用許可書の写し □道路使用許可書の写し □その他（          ） 

注１）工事予定日時の３営業日前までに届け出ること。 
注２）断水を要する場合は，原則として工事予定日時の７営業日前までに「断水等施工申請書兼断水施工伺」を

提出すること。  
【管理者使用欄】 

水道技術管理者 課 長 
主 

管 

係 長 係 員 

    

合 

議 

係 長 係 員 

  

 

水栓番号 第           号 

受 付 
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様式第 2 号（施工基準） 

（A4） 

 

年  月  日 

 
                              三原市水道事業 
                                  三 原 市 長 

 

給水装置検査結果通知書 

（ 兼 修 補 指 示 書 ） 
 

    年  月  日付けで届け出のあった給水装置の検査結果について，次のとおり通知します。 

給 水 装 置 工 事 
申 込 者 

住 所  

氏 名  

給水装置設置場所 三原市 

工 事 種 別 □ 新設    □ 改造    □ 撤去 

建 物 関 係 
階 層      階（地上    階，地下    階） 

用 途 □ 戸建住宅 □ 共同住宅 □ 店舗 □ 工場 □ 医療施設 
□ 公共施設 □ 学校施設 □ 社会福祉施設 □ その他（     ） 

指定給水装置工事 
事 業 者 

住 所  

事 業 者 名  

代 表 者  

指 定 番 号  第      号（期間満了日    年  月  日） 

完成届届出年月日      年   月   日 

検 査 年 月 日      年   月   日 

検 査 員  

検 査 内 容  

検 査 結 果  

（検査不合格の場合） 

修 補 指 示 事 項 
 

 

修 補 期 限      年   月   日 

そ の 他 特 記 事 項  
 

 

水栓番号 第        号 
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様式第 3 号（施工基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     届出者（指定給水装置工事事業者） 

                      住  所 

                      事業者名                    印 

                      代 表 者 

                      連 絡 先       （    ） 

                      指定番号    第       号 

                              （期間満了日    年  月  日） 

 

修 補 完 了 届 
 

 次のとおり，修補が完了しましたので，届け出ます。 

給水装置設置場所 三原市 

修 補 事 項 

 

 

 

 

 

検査受検年月日      年   月   日 

修 補 期 限      年   月   日 

修補完了年月日      年   月   日 

添 付 書 類  □ 図面   □ 写真   □ その他書類等（               ） 

 
 

  

水栓番号 第           号 

受 付 
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様式第 4 号（施工基準） 

（A4 中性紙） 

（事業者記入欄） 

断 水 等 施 工 申 請 書 

 

年  月  日 

  三原市水道事業 

水道技術管理者 様 

 

事業者名           印 

 

工 事 場 所 三原市               

断 水 予 定 日 

及 び 時 間 

   年   月   日 

時   分 ～   時   分 

施 工 理 由 

（ 施 工 内 容 ） 

 

現 場 代 理 人 氏名           連絡先 

  ※工事場所が確認できる図面を添付すること。 

 

（水道部記入欄） 

 

断 水 施 工 伺 

 

部 長 
水道技術 

管 理 者 
課 長 係 長 維 持 係 給水係 担当者 

       

 

   年 月 日付けで断水等施工申請書の提出があったため，次のとおり断水を施

工してよろしいか伺います。 

断水日時 年  月  日( )   時  分～  時  分 

断水区域 （断水範囲図参照） 

管種・口径  

連 

絡 

確 

認 

事 

項 

消
防 

受 付 解 除 調査区 消火栓番号 消火栓数 

      

電話等連絡事項 

 

 

 

サイボウズ 済・未 

 

洗管概算数量   ｍ3 
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私設給水幹線施工基準様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



様式第 1 号（給水幹線施工基準） 

（表面）                                    （A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（私設給水幹線の共有代表者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

私設給水幹線の新設に関する誓約書 
 

 別紙，給水装置工事申込書のとおり，私設給水幹線を新設することについて，下記のとおり誓約し

ます。 

給水幹線布設場所 三原市 給水幹線番号 － 

共 有 者 の 人 数  申込者（代表者）を含め  名 

指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 

住 所  

事 業 者 名  

代 表 者  

指 定 番 号  第       号（期間満了日      年   月   日） 

 

記 
 

 １ 申込者（共有代表者）は，当該給水幹線の維持管理等を含めたすべての協議事項について，共有者を代表

し，管理者と相互の連携を図ります。 

 ２ 当該給水幹線の所有権は，共有する者全員がこれを有します。 

 ３ 当該給水幹線の共有者は，これと分離させて当該給水幹線の持ち分を処分しません。 

 ４ 当該給水幹線の権利を放棄又は譲渡するときは，当事者は別途誓約書を提出します。 

 ５ 当該給水幹線の共有者は，連帯して当該給水幹線の維持管理に努め，補修等に要する費用負担が発生した

ときは，これに応じます。 

 ６ 共有者の使用形態により，管理者から当該給水幹線の改善指導を受けた場合は，これを真摯に受け止め，

諸問題について当方の責任において解決するよう努めます。 

 ７ 共有代表者に変更が生じたときは，その者にこの誓約書を継承します。 
 

水栓番号 第           号 
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様式第 1 号（給水幹線施工基準） 

（裏面）                                    （A4 中性紙） 

 

給

水

幹

線

の

共

有

者 

① 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                  印 水栓番号  

② 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                  印 水栓番号  

③ 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                  印 水栓番号  

④ 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                  印 水栓番号  

⑤ 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                  印 水栓番号  

⑥ 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                  印 水栓番号  

⑦ 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                  印 水栓番号  

⑧ 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                  印 水栓番号  

⑨ 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                  印 水栓番号  

⑩ 

住 所  

氏
ﾌ ﾘ

名
ｶ ﾞ ﾅ

                  印 水栓番号  

（注記） 申込者（共有代表者）の記載は不要とする。 
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様式第 2 号（給水幹線施工基準） 

（A4 中性紙） 

  水栓番号 第           号 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

 

出水不良等に関する誓約書 
 

 

 この度，給水装置工事の申し込みにあたり，私設給水幹線からの分岐を行いますが，管理者から下

記のとおり指導を受けました。 
 本来であれば，私個人で配水管から分岐し単独で給水装置の引き込みを行うこと，又は当該給水幹

線の所有者（共有者）等と調整を図り，問題改善に努めるべきところではありますが，当方の諸事情

により困難であります。 
 つきましては，当該給水幹線の所有者（共有者）の承諾を得ましたので，現状の当該給水幹線から

の分岐を承認してくださるとともに，出水不良及び水圧低下について，当該給水幹線の所有者（共有

者）等と紛争が生じた場合は，当方が責任をもって対処し，管理者には一切のご迷惑をかけないこと

を誓約します。 
 なお，給水装置の所有者に変更が生じる場合は，所定の手続きを行い，その者にこの誓約書を継承

します。 
 

記 
 
   指導事項    当該給水幹線からの分岐件数が規定数を超えているおり，水道水の利用が

一時的に集中したとき若しくは慢性的に当方及び付近における出水不良及び

水圧低下が懸念させるため，専用給水管として配水管から分岐する，又は当

該給水幹線を改造し，適切な口径とすること。 
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様式第 3 号（給水幹線施工基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（権利を譲渡する者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                印 

                      連絡先       （    ） 

 

私設給水幹線の権利譲渡に関する誓約書 

（私設給水幹線の共有者が二名以上の場合） 

 

 私は，現在の私設給水幹線からの分岐を放棄し，新たに配水管からの分岐を行うにあたって，下記

のとおり誓約し，次の者にその権利を譲渡します。 

給水幹線設置場所 三原市 給水幹線番号 － 

権利譲渡される者 

住 所  

氏 名
フ リ ガ ナ

               印 水 栓 番 号  

指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 

住 所  

事 業 者 名  

代 表 者  

指 定 番 号  第       号（期間満了日      年   月   日） 

 

記 
 

 １ 私が所有する私設給水幹線の所有権を上記の者に譲渡します。 

 ２ 当該給水幹線における分岐部は完全に撤去し，当該給水幹線の共有者及び共用者への給水に支障のない形

態でこれを復旧します。なお，復旧方法については管理者の指示に従うとともに，これに係る費用について

は，申込者（権利を譲渡する者）がすべて負担します。 

 ３ 譲渡にあたり紛争が生じたときは，申込者（権利を譲渡する者）が責任をもって解決し，管理者に一切迷

惑をかけません。 

 
 

水栓番号 第           号 
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様式第 4 号（給水幹線施工基準） 

（A4 中性紙） 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                    申請者 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                印 

                      連絡先       （    ） 
 

開発事業等に伴う給水申請書 
 
 次のとおり事業を施工するにあたり，当該地への給水承諾をして頂きたいので，関係書類を 
添えて申請します。 

施 工 場 所  

事 業 目 的又 は 
事 業 内 容 

 

根 拠 法 令 等 □ 都市計画法   □ 宅地造成等規制法   □ 土地区画整理法 

開 発 面 積 
総 面 積  ㎡ 有効宅地面積  ㎡ 

宅地区画数  区画  

給 水 方 式 貴市の給水方法による。 分 岐 口 径 φ  ㎜ 

消 火 栓 □ 有 （      基）  □ 無 

そ の 他 事 項 ※  

添 付 書 類 
・位置図  ・土地利用計画図  ・公図の写し  ・現況地番図 
・給水計画平面図  ・現況写真  ・その他（           ） 

 ※ 当該地内に集合住宅等の計画があるものについては，戸数，階数，棟数等の内容を記載すること。 
 

 

【注意事項】 

 開発地の規模が 10 戸以上のもの又はこれと同等以上の給水量若しくは面積を 
有するものは，別に定める「三原市開発地給水事務取扱要綱」によるものとする。 
 

受 付 
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様式第 5 号（給水幹線施工基準） 
 

（A4） 

第    号－1 

年  月  日 

 

 
申請者 

住 所 

氏 名           様 

 
三原市水道事業 

三 原 市 長 
 
 

開発事業等に伴う給水承諾書 
 

 

     年  月  日付けで申請のあった件について，次のとおり条件を附して承諾します。 

施 工 場 所 三原市 

事 業 目 的 又 は 
事 業 内 容 

 

給 水 方 式 □ 直結直圧  □ 直結増圧  □ 受水槽  □ 高置水槽  □ 併用 

分 岐 口 径 φ  ㎜ 

消 火 栓 □ 有（    基）  □ 無 

添 付 書 類  開発事業等に伴う給水申請書（写し） 

条 件 等 
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中高層建物直結給水施工基準様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



様式第 1 号（中高層施工基準） 

（A4 中性紙） 

水栓番号 第        号 

年  月  日 
 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

□ ４階以上への直結直圧方式給水 

□ 直 結 増 圧 方 式 給 水 

 

給 水 装 置 設 置 場 所 三原市 

建 物 の 名 称  

設 備 管 理 責 任 者 
住 所  

氏 名  連絡先  

（法人の場合は，名称・代表者の氏名） 

 
 標記の給水方式による給水のために，下記の条件を承諾します。 
 

記 
 

 １ 使用者への周知 

   次の事項を十分に理解したうえで使用者等に周知させます。 

 □(1) ４階以上の直結直圧方式給水による場合（該当する場合は，☑をする。） 

   ① 給水栓を設置する建物の階数，所要水量，配水管の水圧その他の事情変更により，給水上の支障が生

じた場合又はおそれがある場合は，あらかじめ確保したスペースを利用して増圧給水設備（減圧式逆流

防止機器及び制御装置を含む。）を設置すること。また，その際には管理者へ届け出ること。 

   ② 給水制限時，事故時，水道施設の工事等（以下「工事等」という。）による一時的な水圧低下に伴う上

層階での断水や出水不良が発生した場合は，共用の直結直圧給水栓を使用すること。 

 □(2) 直結増圧方式給水による場合（該当する場合は，☑をする。） 

   ① 工事等に伴う断水，濁水に対応するため，増圧給水設備の操作及びメンテナンスを必要とする場合は，

申込者，建物管理者（管理人）又は設備管理責任者の責任で行うこと。 

7-1 （表面） 

条件承諾書 



様式第 1 号（中高層施工基準） 

（A4 中性紙） 

               

   ② 増圧給水設備及び逆流防止装置の機能を適正に保つため，年 1 回以上の定期点検等必要な維持管理を

適切に行うこと。 

   ③ 停電・故障，給水制限時，事故時，工事等による一時的な水圧低下に伴う上層階での断水や出水不良

が発生した場合は，共用の直結直圧給水栓を使用すること。 

 ２ 水道メーター取替時の措置 

   計量法（昭和 26 年法律第 207 号）に基づくメーターの取替え及びメーターの異常等による取替えの際，

基準で任意設置が認められているメーターバイパスユニットを設置しないものは，一時的な断水となること

を承諾するとともに使用者等へ周知し，メーターの取替えに協力すること。 

 ３ 共通事項 

  (1) 受水槽等のような貯留機能がないため，工事等において断水となった場合，水を使用することができな

くなることを承諾すること。 

  (2) 上記給水方式に起因して逆流又は漏水が発生し，管理者若しくはその他の使用者等に損害を与えた場合

は，責任をもって補償すること。 

  (3) 既存受水槽の下流側の給水設備を使用した場合は，これに起因する漏水等の事故について，申込者又は

使用者等の責任において解決するとともに，管理者の指示に従い速やかに改善すること。 

  (4) 各戸メーターとして管理者が貸与するメーターを設置する場合は，メーターとの接続及びメーター前後

の配管に，管理者が指定した材料を使用すること。 

  (5) 各戸メーターとして管理者が貸与するメーターを設置した場合は，メーターの管理及び検針等に支障が

ないようにすること。 

  (6) やむを得ずオートロック式施錠装置等によりメーター設置場所への立ち入りに制限を設ける場合は，各

戸メーターの取替えや検針等の作業が支障なく行えるよう，当該施錠装置の解錠方法について管理者に連

絡又は通知すること。 

  (7) 申込者又は設備管理責任者を変更するときは，遅延なく管理者へ届け出るとともに，変更後の申込者又

は設備管理責任者にこの承諾書を継承すること。 

 ４ 許可条件違反又は許可の取消し 

  (1) 管理者は，この許可条件に違反又は履行が不可能となったときは，申込者又は使用者に対し，期限を附

して改善を要求することができること。 

  (2) 管理者は，前号に定める改善事項について期限までに履行しないときは，許可を取り消すことができる

こと。 

  (3) 管理者は，前号により許可を取り消したときは，管理者が貸与した各戸メーターを使用している場合は，

これを撤去する。なお，これに要する費用は，申込者の負担とすること。 

 ５ 損害及び紛争の解決 

   上記給水方式に起因して事故が発生し，申込者又は使用者若しくは第三者に損害を与えた場合又は紛争が

生じたときは，すべて申込者が責任をもって処理すること。なお，これに要した費用は，申込者の負担とす

ること。 

 ６ その他準拠すべき法令等 

   この許可条件に定めのない事項については，関係法令，条例，施行規程等の定めに準ずること。 

 

 上記の条件を使用者に周知徹底させ，上記給水方式に起因する紛争等については，当事者間で解決し，管理者

に一切迷惑をかけません。 

 

7-2 （裏面） 



 
 
 
 

貯水槽水道施工基準様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



様式第 1 号（貯水槽水道施工基準） 

※ 事前協議書に添付すること。                         （A4 中性紙） 

 
 

貯 水 槽 容 量 計 算 書 
 

使

用

水

量 

種 別 使 用 人 員 （ 面 積 ） 単 位 当 り 使 用 水 量 1 日 平 均 使 用 水 量 

住宅 戸×   人＝   人 ℓ/日/人 ℓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クーリングタワー 
補 給 水 量 

 ℓ 

そ の 他 補 給 水 量  ℓ 

合 計 1 日平均使用水量 Q1 ㎥ 

消火用水量（専用水槽） ㎥ 受水槽と共用のときの容量 Q2 ㎥ 

水

槽

の

貯

水

容

量 

受水槽 Q3 ＝ Q1 ×（4/10～6/10），Q2 ＋ Q3 ≦ Q1 縦 × 横 × 深 

Q3 ＝（    ）×（    ）＝（    ）    ×   ×    

（    ）＋（    ）≦（    ） ㎥ 

高置水槽 Q4 ＝ Q1 ×（1/10） 縦 × 横 × 深 

      ＝（   ）×（   ）    ×   ×    

 ㎥ 

副受水槽 ㎥ 

給

水 
配 水 管 口 径 φ    ㎜ 1 日平均使用時間 時間 

配 水 管 水 圧 φ    ㎜ ボールタップ給水量 ㎥／時 

分 岐 口 径 φ    ㎜ 定流量弁設定流量 ㎥／時 

ボ ー ル タ ッ プ 口 径 φ    ㎜   

揚

水 

口 径 揚 水 量 揚 程 電 動 機 台 数 

㎜ ℓ／分 m kw 台 

【備 考】 

 

 

 

 

 

 

 
 

水栓番号 第           号 
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様式第 2 号（貯水槽水道施工基準） 

（表面）                                   （A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

 

貯水槽水道           設置条件承諾書 

 

 

 私は，貯水槽水道を設置するにあたり，下記の条件を承諾します。 

給水装置設置場所 三原市 

建 物 の 名 称  有 効 容 量 ㎥ 

設備管理責任者 氏 名
フ リ ガ ナ

  

記 
 

 １ 貯水槽水道の維持管理 

  (1) 貯水槽水道の申込者は，水道法，三原市水道事業給水条例等貯水槽水道の関係法令に基づき適正な管理

に努めること。特に貯水槽の有効容量が 10 ㎥を超える簡易専用水道は，1 年以内ごとに 1 回の登録検査機

関の検査及び清掃をすることが水道法で定められており，必ず実施すること。 

    また，小規模貯水槽水道は，簡易専用水道に準じて適正な管理に努めること。 

  (2) 貯水槽の清掃前には管理者に連絡し，清掃に要する水量に係る水道料金等を支払うこと。 

  (3) 貯水槽の点検等，水の汚染防止のための必要な措置を講ずること。 

  (4) 給水栓において，水の色，濁り，臭い，味等の外観に注意し，異常を認めたときは，必要な水質検査を

行うこと。 

  (5) 供給する水が，人の健康を害するおそれがあることを知ったときは，直ちに給水を停止し，その水の使

用が危険である旨を関係者に周知するとともに，所轄保健所等の関係機関へ速やかに通報すること。 

  (6) 貯水槽等には，「飲料水」であることを明示すること。 

水栓番号 第           号 
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様式第 2 号（貯水槽水道施工基準） 

（裏面）                                   （A4 中性紙） 

  (7) ポンプ室内等に，各設備の操作方法，応急処置，設備管理責任者等の連絡場所その他必要な事項を明示

すること。 

  (8) 維持管理に支障をきたすことのないよう，貯水槽水道の完成配管図面及び関係図書並びに貯水槽の検査

や清掃等についての記録を保管し，必要に応じて関係者に提供すること。 

  (9) 使用者全体の 1日使用水量が計画使用水量に満たないときは，実際の 1日使用水量に応じた適正な運転

管理に努めること。 

 ２ 届出 

  (1) 設備管理責任者の選定及び変更の届出 

    貯水槽水道の維持管理及び事故発生時の迅速な対応を行うため，設備管理責任者を選定し，管理者へ届

け出ること。また，変更した場合も同様とする。 

  (2) 申込者（所有者の変更の届出） 

   ① 貯水槽水道の所有権に変更が生じた場合は，新所有者に対し，この貯水槽水道の維持管理について説明

するとともに，遅延なく管理者へ届け出ること。 

   ② 申込者に変更が生じたときは，その者にこの承諾書を継承すること。 

  (3) 保健所への届出 

   ① 簡易専用水道の申込者は，給水を開始したときは，所轄の保健所長に届け出ること。また，届出事項に

変更があったときも遅延なく届け出ること。 

   ② 所轄保健所が簡易専用水道の指導業務を行うため，この業務に必要な情報を管理者が当該保健所に提供

することに同意すること。 
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様式第 3 号（貯水槽水道施工基準） 

（表面）                                    （A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

貯水槽水道以降のメーター設置条件承諾書 
（各戸メーターの設置） 

 

 私は，貯水道水槽（以下「受水槽等」という。）以降に各戸メーターを設置するにあたり，下記の条

件を承諾します。 

給 水 装 置 設 置 場 所 三原市 

建 物 の 名 称  

設 備 管 理 責 任 者 氏 名
フ リ ガ ナ

  

 

記 
 
 受水槽等以降装置の維持管理及び水質に関する責任の一切を申込者（所有者）又は使用者が負うとともに，必

要の都度，定期又は随時点検を行い，メーターの管理及び計量に支障がなく，かつ水が汚染され又は漏れること

のないように努めます。なお，受水槽等以降装置において漏水が発生した場合は，その漏水により管理者に与え

た損害は，申込者又は使用者が負担します。また，メーターを亡失又はき損したときは，損害額を賠償します。 
 
 １ 受水槽等の工事施行手続 

   受水槽等以降に各戸メーター（以下「子メーター」という。）を設置しようとするときは，事前に管理者と

協議し，管理者が別に定める基準に適合するよう設計し，承認を得た後に指定工事事業者が当該工事を施工

すること。 
 ２ 受水槽等の変更等の工事 

   当該工事の完了後において，増設，変更，撤去等の工事を施行しようとする場合は，改めて前項に定める

手続きを行うこと。 
 ３ 給水形態 

   加圧装置を使用したポンプ直送給水構造又は自然流下給水構造のものとし，かつ井戸水，その他の水と混

合しないものであること。 
 ４ 受水槽等の維持管理 

  (1) 受水槽等により供給される水の水質等の維持管理を行うため，設備管理責任者を選定し，本承諾書の提

出と同時に管理者へ届け出ること。なお，変更が生じたときも届け出ること。 
  (2) 設備管理責任者は，前号に定める維持管理を行うとともに，給水制限，事故発生時及び水道施設の工事

等に伴う一時的な断水の連絡を受けたときは，これに協力し，加圧装置の空転等の事故が発生しないよう

水栓番号 第        号 
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様式第 3 号（貯水槽水道施工基準） 

（裏面）                                    （A4 中性紙） 

適切な処置を講ずること。 
  (3) 第 1 項に定める設備管理責任者に変更が生じたときは，遅延なく管理者へ届け出ること。 
 ５ 受水槽等の清掃 

  (1) 受水槽等の清掃，取替作業等を行う場合は，事前に管理者へ報告しなければならない。 

  (2) 管理者は，前号の作業等に使用される計量されない水について，使用水量を認定し，水道料金等を算定

のうえ申込者からこれを徴収する。 
  (3) 前 2 号に定める届出及び水道料金等の支払いについて，第三者に委託することができる。 
 ６ メーター設置環境及び保護 

  (1) メーター損傷の危険がなく，かつメーターが水平に取付けられる構造であること。 

  (2) メーターボックス又はメーター室は，漏水やメーター取外し時の戻り水等による被害を防止するため，

防水，排水の措置が講じられていること。 

  (3) メーターの取替え及び検針，止水栓操作等の作業が容易に行えるものであること。なお，パイプシャフ

ト内への設置については，底面に固定するとともに，その位置は最前面とすること。 

  (4) メーターの取替え及び検針作業等に支障のないよう，常にメーターの設置場所を点検整備し，同作業に

おいて，保護設備，保温材の取替え，補修等の必要性を管理者が認め，申込者（所有者）又は使用者に改

善命令を出したときは，この命令を遵守し，申込者又は使用者の負担において速やかに取替え，補修等を

行わなければならない。 

  (5) 自動施錠装置付（オートロック式）の建物の場合であって，これ以降に子メーターを設置するときは，

子メーターの取替え及び検針作業等が支障なく行えるよう措置を講ずること。 
 ７ 新規加入分担金 

  (1) 三原市水道事業給水条例（条例第 255 号）に基づく新規加入分担金（以下「加入金」という。）を，子メ

ーターの口径の区分に従い算定し，その合計額を工事申込みの際納付しなければならない。 
  (2) 何らかの理由により，受水槽等の上流側に設置する一括メーター（以下「親メーター」という。）により

計量することとなった場合，このメーターに係る加入金の額が，既設の子メーターの口径に係る加入金の

合計額を超えるときは，その差額に相当する額を管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

なお，この場合において，既納の加入金は還付しない。 
 ８ 使用水量の計量 

    受水槽等の使用水量は，子メーターにより計量する。ただし，何らかの理由により，本設置条件に適合

しなくなった場合は，親メーターにより計量するものとする。 
 ９ 水道料金等の算定及び徴収 

  (1) 前項により計量した使用水量に係る水道料金の算定は，三原市水道事業給水条例（条例第 255 号）に定

めるところによる。 
  (2) 前号の水道料金は，子メーターの使用者から徴収する。 

  (3) 公共下水道又は漁業集落排水処理施設を使用している場合は，三原市下水道条例（条例第 232 号）又は

三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例（条例第 213 号）に基づき算定する使用料は，子メーター

の使用者から徴収する。 
 10 立入調査及び検査 

  (1) 管理者が受水槽等の立入調査又は検査が必要と認めたときは，これを了承し，誠意をもってこれに協力

しなければならない。 

  (2) 前号の結果により，管理者から受水槽等の改善を要求されたときは，これを遵守し，申込者の負担にお

いて，速やかに適切な処置を講じなければならない。また，改善要求事項については，指定期間内に完全

に履行すること。 
 11 許可条件違反又は許可の取消し 

  (1) 管理者は，この許可条件に違反又は履行が不可能となったときは，申込者又は使用者に対し，期限を附

して改善を要求することができる。 

  (2) 管理者は，前号に定める改善事項について期限までに履行しないときは，許可を取り消すことができる。 
  (3) 管理者は，前号により許可を取り消したときは，既設の子メーターを撤去する。なお，これに要する費

用は，申込者の負担とする。 
 12 損害及び紛争の解決 

   受水槽等（メーターを含む。）に起因して事故が発生し，申込者又は使用者若しくは第三者に損害を与えた

場合又は紛争が生じたときは，すべて申込者が責任をもって処理すること。なお，これに要した費用は，申

込者（所有者）の負担とする。 
 13 所有者の変更 

   受水槽等の所有者を変更するときは，上記事項について譲受人に継承するとともに，新所有者（建物の区

分所有者等に関する法律（法律第 69 号）の適用を受ける建物であるときは，区分所有者から選任された管理

者又は管理組合に限る。）に対し，これらの装置が条件付きのものであることを熟知させます。また，管理者

へ所有者の変更届及び承諾書を提出させること。 
 14 その他準拠すべき法令等 

   この許可条件に定めのない事項については，関係法令，条例，施行規程等の定めに準ずること。 
 
 上記の条件を使用者に周知徹底させ，装置に起因する紛争等については，当事者間で解決し，管理者に一切迷

惑をかけません。 
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様式第 4 号（貯水槽水道施工基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                 印 

                      連絡先       （    ） 

 

 

受水槽を設置しないことに関する誓約書 
 

 

 私は，管理者から受水槽を設置するよう指導を受けましたが，当方の諸事情により困難であり

ます。 
 つきましては，出水不良及び水圧低下並びに災害時や突発事故等による断水について，管理者

には一切のご迷惑をかけないことを誓約します。 
 なお，給水装置の所有者に変更が生じる場合は，所定の手続きを行い，その者にこの誓約書を

継承します。 
 

 

 

水栓番号 第        号 
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様式第 5 号（貯水槽水道施工基準） 

（A4 中性紙） 

 

年  月  日 

 
 三原市水道事業 
  三 原 市 長  様 
 
                     申込者（給水装置の所有者） 

                      住 所 

                      氏 名
フ リ ガ ナ

                   印 

                      連絡先       （    ） 

 

 

高置水槽への直結給水に関する誓約書 
 

 別紙給水装置工事申込書のとおり，高置水槽への直結直圧方式による給水について，下記のとおり

誓約します。 

給水装置設置場所 三原市 

指 定 給 水 装 置 
工 事 事 業 者 

住 所  

事 業 者 名  

代 表 者  

指 定 番 号  第       号（期間満了日      年   月   日） 

 

記 
 

 １ 高置水槽の貯留能力は，一般的に受水槽より小さいことから，断水となった場合に受水槽と比べ，早期に

断水となることを了承します。 

 ２ 配水管等の断水，事故等による減水及び濁水に伴い当該給水装置のバルブ操作が必要となった場合は，申

込者（所有者）の責任でバルブの開閉操作を行います。 

 ３ 高置水槽及び給水設備の維持管理は，関係法令，条例その他関係規則等を遵守し，所轄機関の指導に従い

適切に行います。 

 ４ 使用者全体の 1 日使用水量が計画使用水量に満たないときは，実際の 1 日使用水量に応じた適正な運転管

理に努めます。 

 ５ 前各項の誓約事項について，使用者等に周知徹底させ，当該給水方式に起因する事故及び紛争等について

は当事者間で解決し，管理者には一切迷惑をかけません。 

 ６ 第三者への譲渡及び所有者に変更が生じたときは，その者にこの誓約書を継承します。 
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様式第 6 号（貯水槽水道施工基準） 

（A4） 

 

 
年  月  日 

 
 
                               三原市水道事業 
                                 三 原 市 長 
 

 

貯水槽水道以降の各戸メーター 

設 置 許 可 取 消 決 定 通 知 書 
 

 

      年  月  日付けで許可した各戸メーター設置許可について，次のとおり設置許可を取

り消すこととしたので，通知します。 

申 込 者 
（ 所 有 者 ） 

住 所  

氏 名  

給水装置設置場所  三原市 

建 物 の 名 称  

改 善 指 示 要 件  

メーター撤去時期      年  月  日から    年  月  日までの期間（予定） 

撤 去 等 に 係 る 
費 用 負 担 

 申込者（所有者）の負担とする。 

撤 去 等 を 行 う 
指定工事事業者 

事業者名  

指定番号  第       号（期間満了日    年   月   日） 

分 担 金 の 
差 額 の 有 無 

 □ 有（納入通知書記載のとおり）   □ 無 

添 付 書 類  

特 記 事 項 

 １ 各戸メーター撤去後の使用水量の計量は，一括メーターにて行う。 

 ２ 納入通知書が発行された場合は，期限までに納付すること。 

 

 
 

 

水 栓 番 号 第        号 
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参 考 様 式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

指定給水装置工事事業者更新時確認調書 
 

指 定 番 号  第     号 

指定工事事業者名              印 

郵便番号・住所  

代 表 者 氏 名  

連 絡 先  

 
① 提出先の水道事業者（水道事業者等の連携による広域開催も含む）が実施している指定給水装

置工事事業者講習会の受講実績（過去 5 年以内） 
受講年月日（受講を証明する書類（受講証等）の写しを添付してください。）  （公表：□可 □不可） 
（該当部分に☑を入れてください。） 

 □受講済（     年   月   日受講）  ・  □未受講 

（未受講の場合，その理由） ※非公表 
 
 
 

 
 
② 指定給水装置工事事業者の業務内容 

休業日・営業時間（修繕対応時間もご記入ください。）  （公表：□可 □不可） 

休業日  営業日  修繕対応時間  

漏水等修繕対応の可否  （公表：□可 □不可） 
（該当部分に☑を入れてください。詳細な内容を記入することも可能です。） 
□屋内給水装置の修繕   □埋設部の修繕 
□その他（                  ） 

対応工事種別（新設・改造等）  （公表：□可 □不可） 
（該当部分に☑を入れてください。） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター （ □新設 □改造 ） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置 （ □新設 □改造 ） 

その他（公表：□可 □不可） 

 
 
 

 ※ 公表には，ホームページ等への掲載を含みます。 
 ※ 業務内容に変更が生じた場合は，速やかに管理者へその旨を届け出るようお願いします。 
  

参-1 



 

給水装置工事主任技術者等の研修受講実績等確認調書 
 

指 定 番 号  第     号 

指定工事事業者名              印 

郵便番号・住所  

代 表 者 氏 名  

連 絡 先  

 
給水装置工事主任技術者等の研修受講実績（過去 5 年以内） 
 
水道法施行規則第 36 条 
 法第 25 条の 8 に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は，次

の各号に掲げるものとする。（以下抜粋） 
 4 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技

術の向上のために，研修の機会を確保するよう努めること。 

受講者名（公表対象外） 研修会名・実施団体 受講年月日 

   

   

   

   

   

   

   

上記内容の公表の可否（公表には，ホームページ等への掲載を含みます。） 

 □可   □不可 

 ※ 外部研修については，受講を証明する書類（受講証等）の写しを添付してください。 
 ※ 自社内研修については，研修内容を記載してください。 
 ※ 受講者名は，公表の対象ではありません。 
 ※ 行数が足りない場合は，必要に応じてコピー等してください。 

参-2 



 

技能者又は有資格者状況確認調書 
 

指 定 番 号  第     号 

指定工事事業者名              印 

郵便番号・住所  

代 表 者 氏 名  

連 絡 先  

 
過去 1 年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の

状況 
 
水道法施行規則第 36 条 
 法第 25 条の 8 に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は，次

の各号に掲げるものとする。（以下抜粋） 
 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メータ

ーまでの工事を施行する場合において，当該配水管及び他の地下埋設物に変形，破損その他の

異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ，

又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。 
 
  □ 「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しないため不用 
 

過去 1 年以内の工事実績がない場合は，直近の状況を記載してください。 

技能を有する者の

氏名（公表対象外） 

配水管への分水栓の取付・穿孔，

給水管の接合，いずれの経験も

有しているか（○×を記入） 

資格等を有しているか（○×を記入） 
工 事 
年 度  保有している資格等※ 

     

     

     

     

上記内容の公表の可否（公表には，ホームページ等への掲載を含みます。） 

 □可  □不可 

※ 以下に示す保有資格等（下線部）を記載してください。 
  ① 水道事業者等によって行われた試験や講習により，資格を与えられた配管工 

（配管技能者，その他類似の名称のものを含む） 
  ② 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 44 条に規定する配管技能士 
  ③ 職業能力開発促進法第 24 条に規定する都道府県の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程修了者 
  ④ 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程修了者 
   （配管技能者講習会修了者，配管技能検定会合格者，配管技能者認定） 
※ 資格を証明する書類（資格証等）の写しを添付してください。 
※ 「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しない場合は，任意の記載となります。 
※ 技能を有する者の氏名は，公表対象ではありません。 
※ 桁数が足りない場合は，必要に応じてコピー等してください。 
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  年  月  日 
 
三原市水道事業 
 三 原 市 長  様 
 

指 定 番 号  第     号 

指定工事事業者名           印 

住 所 

代 表 者 氏 名 

連 絡 先 

 

三原市指定給水装置工事事業者研修会受講申込書 
 
 次の者を指定給水装置工事事業者研修会に参加させますので，申込みます。 

フ リ ガ ナ  

受 講 者 氏 名  

役 職 等 

 □ 代表者 

 □ 主任技術者（免状番号 第      号） 
   （主任技術者免状の写しを添付すること。） 

 □ その他（               ） 

 

申込締切日       年  月  日（  ） 必着 

 
 ※申込み方法は，来庁又は郵送にて申込みください。 
 
  三原市水道部工務配水課給水係 
  〒723－0065 
   三原市西野五丁目 14 番 1 号 
    TEL 0848-64-2294 
    FAX 0848-64-2135 

受 付 
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  年  月  日 
 
三原市水道事業 
 三 原 市 長  様 
 

指 定 番 号  第     号 

指定工事事業者名           印 

住 所 

代 表 者 氏 名 

連 絡 先 

 

三原市指定給水装置工事事業者研修会受講辞退届出書 
 
 次の理由により，三原市水道部が開催する研修会を受講することができませんので，

届け出ます。 

研修会を受講しない理由（該当する理由に☑を入れること。） 

 
 □ 他の水道事業体が開催する研修会（講習会）を受講したため。 
  （受講証等の写しを添付すること。） 
 
 □ その他理由 
       
       

 

提出期限       年  月  日（  ） 必着 

 
 ※届け出は，来庁又は郵送にてお願いいたします。 
 
  三原市水道部工務配水課給水係 
  〒723－0065 
   三原市西野五丁目 14 番 1 号 
    TEL 0848-64-2294 
    FAX 0848-64-2135 

受 付 
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（A4） 

給水装置完成検査調書 
 

検 査 日      年   月   日  メーター指示数            ㎥ 

検 査 員              印  メ ー タ ー 番 号      － 

指定工事事業者                 検 定 満 期 ． 

 
給 水 方 式 □ 直結直圧  □ 直結増圧  □ 受水槽  □ 高置水槽  □ 併用 

    

給 水 装 置 検 査 項 目  舗 装 復 旧 検 査 項 目 

□ 弁栓類（ □ 止水栓 □ 仕切弁） 【 φ    ㎜ 】  □ 公道舗装復旧 （ □ As  □ Co  □ Bro ） 

 □ 口径は設計と一致している。   □ 仕上がりが良好である。 

 □ 官民境界からの距離は適切である。【    m】   □ 路面標示がされている。（ W1  W2 ） 

 □ 深さは 30cm 以上確保されている。 【    ㎝ 】   □ その他（                 ） 

 □ 開閉作業に支障がない。（ﾎﾞｯｸｽのズレ等）  水 圧 検 査 項 目 

 □ ﾎﾞｯｸｽ又は鉄蓋は指定されたものである。（市章入）  □ 水圧試験（1 分間保持） 

 □ その他（                  ）   □ 検査前に自主検査を行っている。 

□ 水道メーター           【 φ    ㎜】   □ 水圧低下が認められない。 

 □ 口径は設計と一致している。   □ ﾒｰﾀｰ再設置後に漏水がない。（逆取付含む） 

 □  深さは 15cm 程度確保されている。 【    ㎝ 】   □ その他（                 ） 

 □  水平かつ適切な位置に設置されている。  水 質 検 査 項 目 

 □  検針作業等に支障がない。（ﾎﾞｯｸｽのｽﾞﾚ等）  □ 遊離残留塩素（0.10mg/ℓ 以上）（自主検査項目） 

 □  ﾎﾞｯｸｽは指定されたものである。（市章入・保温等）   □ 基準値以上であることを確認している。（写真） 

 □  標示板に必要な情報が明記されている。  写 真 検 査 項 目 

 □ その他（                  ）  □ 公道上工事写真 

□ 露出管等防護          【 φ    ㎜ 】   □ 分岐穿孔前水圧試験が確認できる。 

 □ 管種・口径は設計と一致している。（写真）   □ 分岐及び給水管の深さ等が確認できる。 

 □ 管防護措置が適切である。（充填等）   □ 穿孔及び排水状況が確認できる。 

 □ その他（                  ）   □ 防食ｺｱの挿入が確認できる。（樹脂管以外） 

□ 貯水槽水道        【 容量      ㎥ 】   □ 分岐止め及び不用管撤去状況が確認できる。 

 □ 設計と同一のものである。   □ 管種別の埋設標示ｼｰﾄを敷設している。 

□ 自家用給水設備（井戸水）   □ その他，写真撮影基準に準じている。 

 □ 既設管との接続箇所が確認できる。（写真）  □ 敷地内工事写真 

 □ 上水と井戸が分離されている。（ｸﾛｽｺﾈｸｼｮﾝの有無）   □ 既設管との接続が確認できる。 

 □ その他（                  ）   □ その他，写真撮影基準に準じている。 

□ 敷地内配管         【 栓数     栓 】    

 □ 配管等が設計のとおりである。（写真）  静 水 圧 MPa 

 □ 適切な箇所にﾊﾞﾙﾌﾞが設置されている。  試 験 水 圧 □ 1.75MPa  □ その他（   MPa） 

 □ 逆止弁や減圧弁が適切に設置されている。  
遊 離 

残 留 塩 素 

数 値           mg/ℓ 

 □ その他（                  ）  測 定 地 点  
 

 

水栓番号 第        号 
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（指定給水装置工事事業者提出用） 

 

水道使用中止・使用開始届出書 

 
年  月  日 

 
水 栓 番 号  

メ ー タ ー 番 号  

給 水 装 置 設 置 場 所 
三原市 

（建物名）  部屋番号 号 

完 成 検 査 年 月 日       年   月   日 

 

使用中止届 

使用者 

住 所  
フ リ ガ ナ  

氏 名  印 

電 話 番 号  

用 途    □ 一般用   □ 臨時用   □ 船舶用 

中 止 日       年   月   日 

メ ー タ ー 指 示 数      ㎥（小数点以下切り捨てとし，１㎥未満は１㎥とする。） 
 ※中止日は，給水装置工事完成検査日以降の日をご記入ください。 
 ※営業時間内（平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで）に連絡可能な電話番号をご記入ください。 

 

使用開始届 

使用者 

住 所  
フ リ ガ ナ  

氏 名  印 

電 話 番 号  

用 途    □ 一般用   □ 臨時用   □ 船舶用 

開 始 日       年   月   日 
 ※使用中止届に記載された中止日の翌日以降の日をご記入ください。 
 ※営業時間内（平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで）に連絡可能な電話番号をご記入ください。 
 ※現在三原市でご使用中の水道料金振替口座の継続は，水道部料金係（℡0848-64-2243）までご連絡ください。 
 ※止水栓は開栓状態となっておりますので，長期間ご使用されない場合は，ご自身で閉栓してください。 
 ※三原市水道事業給水条例が契約内容となります。条例については，三原市水道部ホームページの「三原市水道事業例

規」からご覧ください。 
 

【水道部処理欄】 

【 記事 】 料 金 係 
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  水 道 メ ー タ ー 交 付 願          年   月   日  

 
三 原 市 水 道 事 業  三原市長様             指 定 工 事 事 業 者             

口 径  ㎜ 分 類 □一般用  □臨時用  □船舶用  □用途変更 

工 事 種 別  □ 新設  □ 改造（口径変更 □ あり φ   ㎜ → φ   ㎜  □ なし） 

水 栓 番 号  貯水槽水道 □ 受水槽あり 

給 水 装 置 
場 所 

三原市  建物名称  

丁目    番   号 号 数  

使 用 者 
（請求先） 

住 所  
フ リ ガ ナ   

氏 名  （電話           ） 

装 置 
所 有 者 

住 所  

氏 名  （電話           ） 

備 考  
 

加入金 
状 況 

□ 不 要 
□ 加入済 

(  ．  ．  ) 

交付 
ﾒｰﾀｰ 

口 径 ﾒｰﾀｰ番号 指示数 検定満期  

㎜  
㎥ ／  

 
 
 
 

  水 道 メ ー タ ー 交 付 伝 票          年   月   日 

 
指 定 工 事 事 業 者             

口 径  ㎜ 分 類 □一般用  □臨時用  □船舶用  □用途変更 

工 事 種 別  □ 新設  □ 改造（口径変更 □ あり φ   ㎜ → φ   ㎜  □ なし） 

水 栓 番 号  貯水槽水道 □ 受水槽あり 

給 水 装 置 
場 所 

三原市  建物名称  

丁目    番   号 号 数  

使 用 者 
（請求先） 

住 所  
フ リ ガ ナ   

氏 名  （電話           ） 

装 置 
所 有 者 

住 所  

氏 名  （電話           ） 

備 考  
 

加入金 
状 況 

□ 不 要 
□ 加入済 

(  ．  ．  ) 

交付 
ﾒｰﾀｰ 

口 径 ﾒｰﾀｰ番号 指示数 検定満期  

㎜  
㎥ ／  
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下 水 道 の 接 続 有 ・ 無 

下 水 道 の 接 続 有 ・ 無 
（水道事業者） 



 
 

  水 道 メ ー タ ー 交 付 伝 票          年   月   日 

 
指 定 工 事 事 業 者             

口 径  ㎜ 分 類 □一般用  □臨時用  □船舶用  □用途変更 

工 事 種 別  □ 新設  □ 改造（口径変更 □ あり φ   ㎜ → φ   ㎜  □ なし） 

水 栓 番 号  貯水槽水道 □ 受水槽あり 

給 水 装 置 
場 所 

三原市  建物名称  

丁目    番   号 号 数  

使 用 者 
（請求先） 

住 所  
フ リ ガ ナ   

氏 名  （電話           ） 

装 置 
所 有 者 

住 所  

氏 名  （電話           ） 

備 考  
 

加入金 
状 況 

□ 不 要 
□ 加入済 

(  ．  ．  ) 

交付 
ﾒｰﾀｰ 

口 径 ﾒｰﾀｰ番号 指示数 検定満期  

㎜  
㎥ ／  
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下 水 道 の 接 続 有 ・ 無 （指定工事事業者） 



 

  水 道 メ ー タ ー 取 替 願          年   月   日  

 
三 原 市 水 道 事 業  三原市長様             指 定 工 事 事 業 者             

水 栓 番 号  メ ー タ ー 口 径 ㎜  

給 水 装 置 
場 所 

三原市  建 物 名 称  

丁目    番   号 号 数  

使 用 者 
（請求先） 

住 所  
フ リ ガ ナ   

氏 名  （電話           ） 

装 置 
所 有 者 

住 所  

氏 名  （電話           ） 

取 替 理 由  □ 不進行  □ 表示不良  □ 漏水  □ 凍結破損  □ その他（        ） 

撤 去 
メ ー タ ー 

口径 ﾒｰﾀｰ番号 指示数 検定満期 その他 

㎜  ㎥ ／  
 
交 付 ﾒ ｰ ﾀ ｰ ㎜  ㎥ ／ 取替年月日 年  月  日 

備考： 
 
 

入力処理 受 付 取 替 者 

 
  

 
 
 

  水 道 メ ー タ ー 取 替 願          年   月   日  

 
三 原 市 水 道 事 業  三原市長様             指 定 工 事 事 業 者             

水 栓 番 号  メ ー タ ー 口 径 ㎜  

給 水 装 置 
場 所 

三原市  建 物 名 称  

丁目    番   号 号 数  

使 用 者 
（請求先） 

住 所  
フ リ ガ ナ   

氏 名  （電話           ） 

装 置 
所 有 者 

住 所  

氏 名  （電話           ） 

取 替 理 由  □ 不進行  □ 表示不良  □ 漏水  □ 凍結破損  □ その他（        ） 

撤 去 
メ ー タ ー 

口径 ﾒｰﾀｰ番号 指示数 検定満期 その他 

㎜  ㎥ ／  
 
交 付 ﾒ ｰ ﾀ ｰ ㎜  ㎥ ／ 取替年月日 年  月  日 

備考： 
 
 

入力処理 受 付 取 替 者 
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  水 道 メ ー タ ー 返 却 届          年   月   日  

 
三 原 市 水 道 事 業  三原市長様             指 定 工 事 事 業 者             

水 栓 番 号  メ ー タ ー 口 径 ㎜  

給 水 装 置 
場 所 

三原市  建 物 名 称  

丁目    番   号 号 数  

使 用 者 
（請求先） 

住 所  
フ リ ガ ナ   

氏 名  （電話           ） 

装 置 
所 有 者 

住 所  

氏 名  （電話           ） 

撤 去 
メ ー タ ー 

口 径 メーター番号 指示数 検定満期 その他 

㎜  ㎥ ／  
 
水 栓 状 況 □ 給水中   □ 休栓中 撤去年月日 年   月   日 

備考： 
 
 

入力処理 受 付 撤 去 者 

 
  

 
 
 

  水 道 メ ー タ ー 撤 去 伝 票        年   月   日 

 
指 定 工 事 事 業 者             

水 栓 番 号  メ ー タ ー 口 径 ㎜  

給 水 装 置 
場 所 

三原市  建 物 名 称  

丁目    番   号 号 数  

使 用 者 
（請求先） 

住 所  
フ リ ガ ナ   

氏 名  （電話           ） 

装 置 
所 有 者 

住 所  

氏 名  （電話           ） 

撤 去 
メ ー タ ー 

口 径 メーター番号 指示数 検定満期 その他 

㎜  ㎥ ／  
 
水 栓 状 況 □ 給水中   □ 休栓中 撤去年月日 年   月   日 

備考： 
 
 

入力処理 受 付 撤 去 者 
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